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１．はじめに 

（１） 経営戦略改定の背景 

①下水道事業を取り巻く環境 

令和４年度末時点で下水処理人口普及率は 81.0%、汚水処理人口普及率では 92.9%

に達し、下水道の管路延長は約 49 万㎞、処理場数は約 2,200 箇所と、下水道は膨大な

ストックを有する社会基盤となっている。今後、昭和 40 年代から平成 10 年代に集中的

に整備された老朽化した施設の割合が急増する見込みであり、下水道施設の老朽化対策

は避けて通ることができない状況となっている。 また、少子化の進展やベテラン職員の大

量退職による人材不足・技術継承に加え、浸水や地震・津波等の自然災害への対応といっ

た多岐にわたる課題に直面している。  

こうした中、平成 29 年 8 月に「新下水道ビジョン加速戦略」が策定され、その後、

2050 年カーボンニュートラルの実現（脱炭素化）、デジタルトランスフォーメーションの進

展、世界的な肥料価格の高騰といった社会情勢の変化へ対応した下水汚泥資源の肥料利

用の促進など下水道への新たな役割へ対応していくため、令和５年３月に「新下水道ビジョ

ン加速戦略（令和４年度改訂版）」が策定されたところである。  

下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン-2024 年版- 

 （国土交通省上下水道審議官グループ） 

 

②国（総務省）の方針 

今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の

増大など、経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたり住民生活に必

要なサービスを安定的に提供していくため中長期的な経営の基本計画である経営戦略を

策定・改定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るよう令和４年１月に「経営戦

略の改定推進について」を通知しています。 

また、「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」（令和３年 12 月 23 日経済財政諮問

会議決定）において、経営戦略の見直し率を令和７年度までに 100％とすることとされま

した。 

 

津和野町におきましても、事業環境の変化を的確に反映するため、平成２９年３月に策定

した「経営戦略」を見直し、改定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営戦略の策定・改定について（総務省） 
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１．はじめに 

（２） 津和野町下水道事業のあゆみ 

 

津和野町の下水道事業は、清流高津川や津和野川など、自然界の生態系を守り、衛生的

で快適な生活環境を整備することなどを目的に、平成１０年に日原処理区において供用を

開始しました。現在では２事業３処理区が整備されています。 

   今後予想される人口減少などの変化に向けて処理区域の見直しや統廃合の検討、ストッ

クマネジメント計画による下水道施設の計画的、効率的な管理を行うなど、長期的な視野

に立って経営の効率化、健全化に取り組んでいきます。 

   また、令和６年度には地方公営企業法を適用した会計方法となり、正確に財政状態を把

握することで、より的確な事業経営を目指します。 
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１．はじめに 

（３） 計画期間 

 

経営戦略は、下水道事業を将来にわたり安定的かつ持続的に運営していくための中長期

的な経営計画であり、経営戦略策定・改定ガイドラインでも計画期間は「１０年以上の合理的

な期間」との方針を示しているため、本経営戦略の計画期間は 

 

令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

 

 

令和 7 年度 

（２０２５） 

令和 8 年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和１０年度 

（２０２８） 

令和１１年度 

（２０２９） 

令和１２年度 

（２０３０） 

令和１３年度 

（２０３１） 

令和１４年度 

（２０３２） 

令和１５年度 

（２０３３） 

令和１６年度 

（２０３４） 

 

 
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
津和野町清水管理センター（特定環境保全公共下水道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 期 間 
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２．下水道事業の現状と課題 

（１） 事業の現況 

 

津和野町では特定環境保全公共下水道事業にて２処理区２処理場、農業集落排水事業

にて１処理区１処理場を有し、令和６年度にすべての整備を終えました。 

  今後は生活排水処理施設の適切な運転や、効率的な維持管理に努めていきます。 

 

（２） 人口の推移 

 

津和野町の人口は、平成 2 年（１９９０）から令和２年（２０２０）までの３０年間で約５，２０

０人（４３％）減少しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では令和２７年

（2045）年にはさらに半分近くの 3,6６５人まで減少すると予想されています。 

それに伴い処理区域内人口も徐々に減少し、今後も減少傾向は続くと予想されます。 

 

 

 
※ 処理区域内人口の予測については近年の減少率を参考にしています。 

 

（３） 下水道使用料（下水道使用料収入と有収水量の見通し） 

 

 旧日原町、旧津和野町の合併時（平成 17 年 9 月）より現在の使用料体系を継続していま

す。事業区域の拡張に伴い使用料収入は令和３年頃まで増加傾向にありましたが、近年では

減少傾向となっています。 

 

今後も人口減少や節水意識の高まりにより有収水量は減少し、それに伴い使用料収入も減

少していくと予想されます。（次頁参照） 
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２．下水道事業の現状と課題 

  

・特定環境保全公共下水道事業 

 
・農業集落排水事業

 
※ 使用料収入の予測については、処理区域内人口の予測から勘案した水洗化人口×1 人当たり有

収水量（前 3 年間の平均値）、有収水量については、処理区域内人口の予測から勘案した水洗化人

口×1 人当たり料金収入（前 3 年間の平均値）としています。 

 

使用料体系の概要・考え方 

 区分 金額 

基本料金 量水器口径 １３ｍｍ・２０ｍｍ １，６５０円 

２５ｍｍ・３０ｍｍ・４０ｍｍ・５０ｍｍ・７５ｍｍ ５，５００円 

従量料金 １㎥ごとに １㎥～ ５㎥まで ３３円 

６㎥～１０㎥まで ５５円 

１１㎥～２０㎥まで １１０円 

２１㎥～３０㎥まで １４３円 

３１㎥以上 １６５円 

※一般家庭用・業務用共通 

※従量制を採用しています 

※令和元年度に消費税率の変更に伴う改定を行いました 

59,078 58,084 
60,547 

58,399 57,049 

50,590 

45,871 
258,684 

260,873 
259,178 

252,520 
248,970 

219,612 
199,152 180,000

210,000

240,000

270,000

300,000

330,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

使用料収入・有収水量推計

使用料収入（千円） 有収水量（㎥）

929 971 937 941 908

660
5785,587 

5,856 
5,647 5,700 5,500 

4,000 
3,500 3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
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1,000

1,200
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使用料収入・有収水量推計

使用料収入（千円） 有収水量（㎥）

R1    R2    R3    R4    R5          R12         R17 

(千円) (㎥) 

R1    R2    R3     R4    R5          R12         R17 

(千円) (㎥) 
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２．下水道事業の現状と課題 

（４） 組織 

 

 効率的に事務・事業執行を行うため、平成 18 年 5 月の機構改革により、環境生活課として

9 名で発足しました。現在下水道係 1 名、下水道庶務係 1 名の人事配置で特定環境保全公

共下水道と農業集落排水の 2 事業を担当しています。継続的にサービスが提供できるよう

技術継承を行いながら、今後も組織の効率化・合理化に取り組み、適正な人事配置に努めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 経営比較分析表による現状分析 

 

 経営及び施設状況を表す経営指標を活用して、各事業の経年比較や他事業との比較、複数

の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握す

ることができます。 

 

経営比較分析表における各種経営指標は下表のとおりです。 

 

 
 

 

 

 

環境生活課

課長 1名

上水道係 4名

上水道庶務係 1名

下水道係 1名

下水道庶務係 1名

環境衛生係 1名
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２． 下水道事業の現状と課題 

 

経営比較分析表（平成 30 年度～令和 4 年度） 

・特定環境保全公共下水道事業 

 

業務名 業種名 事業名 類似団体区分   人口（人） 面積（ｋ㎡） 人口密度（人/ｋ㎡） 

法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 Ｄ２   ６，７８４ ３０７．０３ ２２．１０ 

資金不足比率（％） 自己資本構成比率（％） 普及率（％） 有収率（％） １か月２０㎥当たり家庭料金（円）  処理区域内人口（人） 処理区域面積（ｋ㎡） 処理区域内人口密度（人/ｋ㎡） 

― 該当数値なし ４５．３８ １００．００ ３，１９０  ３，０３３ １．４４ ２，１０６．２５ 

 

 
     単年度の収支              債務残高          料金水準の適切性 

 

 
     費用の効率性            施設の効率性         使用料対象の補足 

※法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません 

 

（１）経営の健全性・効率性 

   経費回収率は概ね他団体の平均値、またはそれ以上となっていますが、使用料金収入に

より補えない費用について、一般会計繰入金により補填を行っているのが現状です。整備

の完了により、今後企業債の償還額は減少に転じる見込みですが、人口減少に伴い使用料

収入が減少傾向であり、引き続き厳しい経営状況になることが予想されます。 

  水洗化率が全国平均よりも低く、未だ未接続の世帯があるため更なる接続率のアップ（使

用料金収入の増加）に向け、町民への加入促進を図っていく必要があります。 

 （２）老朽化の状況について 

   最も古い管渠が布設から２８年経過していますが、管渠の標準耐用年数が５０年である

ことから、現在のところ早急な更新の必要はありません。 

  今後は、定期的な点検等を実施し、管渠施設の長寿命化を図っていきます。 

 （３）全体総括 

   今後、経営状態が厳しくなっていくことが想定されることから、更なる接続率のアップに

向け町民への加入促進を図り、使用料金の改定についても検討を行う必要があると判断

されます。 

改定時期は農業集落排水事業の使用料と統一金額であることから、時期を合わせて行

う予定です。 

   事業計画についても、処理区面積の縮小を含め、現在検討中です。 

また、ストックマネジメント計画に基づき、維持管理費用を平準化させる必要がありま

す。 
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２． 下水道事業の現状と課題 

 

 

・農業集落排水事業（平成 30 年度～令和 4 年度）           

業務名 業種名 事業名 類似団体区分   人口（人） 面積（ｋ㎡） 人口密度（人/ｋ㎡） 

法非適用 下水道事業 農業集落排水 F２   ６，７８４ ３０７．０３ ２２．１０ 

資金不足比率（％） 自己資本構成比率（％） 普及率（％） 有収率（％） １か月２０㎥当たり家庭料金（円）  処理区域内人口（人） 処理区域面積（ｋ㎡） 処理区域内人口密度（人/ｋ㎡） 

― 該当数値なし ０．８５ １００．００ ３，１９０  ５７ ０．１３ ４３８．４６ 

 

 
     単年度の収支              債務残高          料金水準の適切性 

 

 
     費用の効率性            施設の効率性         使用料対象の補足 

※法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません 

 

（１）経営の健全性・効率性 

   施設規模は類似団体と比較しても小規模であり、使用料金収入にも限界があることか

ら、経営状況は厳しい状況にありますが、使用料金により補えない費用については、一般会

計繰入金より補填しているため、収益的収支比率は１００％前後を維持しています。経費回

収率や、汚水処理原価については類似団体より低いものの、水洗化率が１００％であること

から、今後、人口増による使用料の増加、または料金の見直しにより使用料が増加すれば

改善されるが、人口が増加する見込みは少ないと考えられる。 

 （２）老朽化の状況について 

   最も古い管渠が布設から２０年経過していますが、管渠の標準耐用年数が５０年である

ことから、現在のところ早急な更新の必要はありません。 

  今後は、定期的な点検等を実施し、管渠施設の長寿命化を図っていきます。 

 （３）全体総括 

   経営状況は厳しい状況にあると判断されるが、すでに整備も完了し、水洗化率は１００％

となっているので、これ以上の好転は見込めないのが現状です。 

今後は、維持管理費の削減に努め、使用料金の改定についても検討を行う必要があると

判断されます。 

料金改定については、特定環境保全公共下水道事業の使用料と統一金額であることか

ら、時期を合わせて行う予定です。 
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３．経営の基本方針 

 

町民生活に欠かせないライフラインであり、地域の水質保全を担う下水道事業を将来にわ

たって継続できるよう、次の 2 点を基本方針として事業運営にあたります。 

 

  

安定した財政運営 

 

 

人口減少・施設の老朽化を迎える時期においてもサービスを継続するため長期的な視野に

立ち経営の効率化・健全化に取り組んでいきます。 

 

（１）経理内容の明確化と透明性の向上 

令和 6 年度からの地方公営企業法を適用した会計方式による、よりきめ細やかな

経営分析を基に使用料の適正化について検討します。 

 

（２） 使用料収入の確保 

広報誌・ホームページによる広報活動、下水道相談コーナーの設置、他部署や民間

企業との連携、水洗化啓発活動などの水洗化促進施策により、水洗化率の向上、維持

を図り、収益の増加に努めます。 

 

特定環境保全公共下水道事業 

 
実 績 目 標 

令和４年度末 令和１１年度末 令和１６年度末 

水洗化率 69.6％ ７１．２％ ７１．４％ 

 

農業集落排水事業 

 
実 績 目 標 

令和４年度末 令和１１年度末 令和１６年度末 

水洗化率 １００.０％ １００.０％ １００.０％ 

 

 

投資の平準化と予防保全型維持管理の推進 

 

 

 年々老朽化が進む膨大な施設を予防保全型※１の維持管理により適切に管理していきます。 

 

（１） ストックマネジメント※２計画の策定・実施による継続的な施設の老朽化対策 

    ストックマネジメント計画に基づき、計画的に改築・更新を進め、施設の長寿命化と

維持管理に要する費用の平準化を図ります。 

 

※１ 予防保全型 

施設の維持管理方法で、寿命を予測し異常や故障に至る前に対策を実施するもの 

※２ ストックマネジメント 

持続可能な下水道事業の実現を目的に明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的

に把握、評価し長期的な施設の状態を予測しながら下水道施設を計画的かつ効率的に管

理すること 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

 

 計画期間内の収支見通しである投資・財政計画（収支計画）を策定しました。 

 詳細は最後の項に添付しています。 

 

（１） 投資計画（建設改良費） 

 

ストックマネジメント計画に基づく施設の更新・改築費用を見込む 

 

（２） 財源計画 

 

建設改良投資及び委託費の財源としては、4 割を国庫補助金、残りを企業債とする。 

 

  （３） 投資以外の主な経費 

 

   ① 職員給与費 

    現状の組織体制を目安に計上 

 

   ② 動力費 

    物価が上昇傾向にあるため最新の数値に物価上昇を見込んで計上 

 

   ③ 薬品費 

    直近 2 年の平均値に物価上昇を見込んで計上 

 

   ④ 修繕費 

    直近 2 年の平均値に物価上昇を見込んで計上 

 

   ⑤ 委託費 

    ストックマネジメント計画の改定費用を見込む 

   

 

 

 

 

 

 
和田地区（農業集落排水） 
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５．効率化・経営健全化の取組 

（１） 広域化・共同化・最適化 

 

「島根県汚水処理事業広域化・共同化計画」（令和 5 年 2 月）に基づき、施設の統合や人

材育成での共同化などについて検討を進め、事業の最適化を図ります。 

 

（２） 民間活力の活用 

 

  津和野町では、汚水処理施設の運転や保守管理などを「施設維持管理業務委託」として民

間委託しています。また、水道事業会計に検針事務を一部委託するなど、効率的な運営に

努めています。 

  今後も民間の技術力やノウハウなどを活用する新たな官民連携等について、国土交通省

の推進する「ウォーターPPP※３」を含め検討していきます。 

 

※３ ウォーターPPP 

  水道、工業用水、下水道についてコンセッションに段階的に移行するための「官民連携方

式（管理・更新一体マネジメント方式）」と「コンセッション」をあわせた運営方式 

 

 
下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン 

（国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部） 

 

（３） 下水道使用料・その他収入 

 

   将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、他会計からの繰入金に依存せ

ず、中長期的に自立・安定した経営基盤を築く必要があり、可能な限り使用料収入により汚

水処理原価を回収する必要があります。 

 

   津和野町では令和７年度から段階的に 3 年にわたり上水道の使用料金改定が行われて

いるところでもあり、今後も住民サービス提供の継続と健全経営の維持を両立させるた

め、十分な効率化・経営健全化に取り組んだ上で、事業環境を考慮しながら適切な料金の

あり方について検討していきます。 
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５．効率化・経営健全化の取組 

（４） 投資以外の経費 

 

① 職員給与費 

今後の業務量に応じて、人事・財政部局と調整協議し適正に人員配置を行っていき

ます。 

 

② 修繕費 

 予防保全型の維持管理を推進し、予防修繕を計画的に実施することで、突発的に発

生する事故や故障を未然に防ぎ、将来的な維持管理費の低減に努めます。 

 

③ 委託費 

      終末処理場やマンホールポンプ施設において、施設の安全運転と保守管理を、薬品

費の効率的な執行管理を含め委託しています。今後も適正な業務運営の確保をしな

がら、経費削減を図ります。 

 

（５） 事後検証、更新等 

 

経営戦略を計画通りに実施するために、計画の実施状況を適宜評価・検証し毎年度

進捗管理（モニタリング）を行うとともに、5 年毎を目処に見直しを行います。また、現

段階で把握できていない詳細事項についても、この計画に基づく事業の実施により、

計画の精度を高めていきます。 

見直しを実施する際には、PDCA サイクルによる持続的な事業における業務管理

を実践していきます。 
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